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陶磁器意匠データベース（食卓台所用品） 利用規約 

公益財団法人日本陶磁器意匠センター 

 

第１条（この規約について） 

 この規約は、「陶磁器意匠データベース（食卓台所用品）」をインターネット回線によ

って外部利用するために定めています。 

 

第２条（陶磁器意匠データベースについて） 

1. 「陶磁器意匠データベース（食卓台所用品）」＜以下、本 DB と記す＞は、本財団

「意匠の保全登録事業」の実施に当たり、迅速に先行意匠調査を行い、登録すべき

意匠の判断を的確に行うために構築したものです。 

２．本 DB の公開を通じて、先行意匠の情報を利用者と共有し、陶磁器意匠の開発に

資することを期待しています。 

３．本 DB に設けた検索キーワードは、本財団内にてファイリング時に用いた用語を採

用しています。 

４．本 DB利用の方々は、上記を理解され、本 DBを活用されることを願っております。 

 

第３条（賛助会員の利用について） 

１．本財団の賛助会員は、会員期間中、本 DBを利用できます。 

２．本財団の賛助会員からログイン ID 及びログイン PW の新規発行の請求があったと

き、本財団は１組のログイン ID及びログイン PWを発行致します。 

３．ログイン ID及びログイン PWを、賛助会員からの請求によって再発行する場合、従

前のログイン ID 及びログイン PW が一定期間利用されていないことを確認した後、

それ廃止し、新規のログイン ID及びログイン PWを発行致します。 

４．賛助会員のうち協賛会員は、２組目のログイン ID 及びログイン PW の発行を請求

出来ます。 

 

第４条（本 DBの利用申し込み） 

１． この利用規約において、「利用希望者」とは、本 DB の試用を希望する人をいいま

す。 

２．本 DBの利用希望者は、電子メールに、姓名・所属事業所（団体）・住所・電話番号

を記載し、指定のアドレス宛に送信、申し込みを行うものとします。 

３．本 DBのログインに必要なログイン ID及びログイン PWは、本財団事務局より利用



希望者所定の電子メールアドレス宛に通知致します。 

４．試用的な利用期間は、前項の日から１０日間と致します。 

５．第１項の利用希望者が、継続的な利用を希望する場合、公益財団法人日本陶磁

器意匠センターの賛助会員に申し込み、賛助会員の付帯サービスとして本 DB を

利用して下さい。 

 

第５条（利用状況の確認） 

本 DBの利用状況はシステムによって監視していることをご承知下さい。 

万一、不正なログイン等が懸念される場合、本財団事務局より利用状況を確認させ

て頂くことがあります。 

 

第６条（利用資格の喪失） 

以下のいずれかに該当する場合、会員 ID が無効となり、本 DB の利用資格を喪失

します。 

（１）１つの会員 ID に不特定多数のログインが確認される等、会員 ID の使い廻しが

確認された場合。 

（２）本財団の賛助会員資格を喪失した場合。 

（３）上記以外の理由で事務局が会員 IDの使用停止が適当であると判断した場合。 

 

第７条（データベースサービスの停止） 

本 DB はシステム保守、新規登録データ追加作業等の理由により、予告無くサービ

スを停止する場合があります。 

以上 


